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平成２０年第４回大仙市議会定例会会議録第１号

平成２０年１２月５日（金曜日）

議 事 日 程 第 １ 号

平成２０年１２月５日（金曜日）午前１０時開議

第 １ 会議録署名議員の指名

第 ２ 会期の決定 （１８日間）

第 ３ 議長報告 ・例月現金出納検査結果

第 ４ 議案第１９５号 平成１９年度大仙市一般会計・特別会計歳入歳出決算の認定

について （委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ５ 議案第２０５号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て （説明・質疑・討論・表決）

第 ６ 議案第２０６号 人権擁護委員の候補者の推薦につき意見を求めることについ

て （説明・質疑・討論・表決）

第 ７ 報告第 １４号 専決処分報告について（平成２０年度大仙市一般会計補正予

算（第８号））

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ８ 議案第２０７号 平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第９号）

（説明・質疑・委員会付託・委員長報告・質疑・討論・表決）

第 ９ 議案第２０８号 大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の一部を

改正する条例の制定について （説 明）

第１０ 議案第２０９号 大仙市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定につい

て （説 明）

第１１ 議案第２１０号 大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について

（説 明）

第１２ 議案第２１１号 大仙市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定に

ついて （説 明）
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第１３ 議案第２１２号 大仙市簡易水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条

例の制定について （説 明）

第１４ 議案第２１３号 大仙市軽費老人ホーム設置条例を廃止する条例の制定につい

て （説 明）

第１５ 議案第２１４号 大仙市特別養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例

の制定について （説 明）

第１６ 議案第２１５号 大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例の制

定について （説 明）

第１７ 議案第２１６号 大仙市市民活動支援センター条例の制定について（説 明）

第１８ 議案第２１７号 大仙市と仙北郡美郷町との境界変更について （説 明）

第１９ 議案第２１８号 字の区域の変更について （説 明）

第２０ 議案第２１９号 八乙女温泉さくら荘の指定管理者の指定について（説 明）

第２１ 議案第２２０号 鞠子苑の指定管理者の指定について （説 明）

第２２ 議案第２２１号 西仙北ぬく森温泉ユメリアの指定管理者の指定について

（説 明）

第２３ 議案第２２２号 大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設及び大仙市協和遺

跡・陶芸の里交流施設の指定管理者の指定について

（説 明）

第２４ 議案第２２３号 米ヶ森公園の指定管理者の指定について （説 明）

第２５ 議案第２２４号 大仙市八乙女交流センターの指定管理者の指定について

（説 明）

第２６ 議案第２２５号 大仙市立協和公民館淀川分館の指定管理者の指定について

（説 明）

第２７ 議案第２２６号 大仙市営八乙女球場及び大仙市八乙女運動公園テニスコート

の指定管理者の指定について （説 明）

第２８ 議案第２２７号 大仙市協和淀川農林漁業者トレーニングセンターの指定管理

者の指定について （説 明）

第２９ 議案第２２８号 平成２０年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別

会計への繰入額の変更について （説 明）
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第３０ 議案第２２９号 平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）

（説 明）

第３１ 議案第２３０号 平成２０年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） （説 明）

第３２ 議案第２３１号 平成２０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１

号） （説 明）

第３３ 議案第２３２号 平成２０年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第

２号） （説 明）

第３４ 議案第２３３号 平成２０年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第３５ 議案第２３４号 平成２０年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第３６ 議案第２３５号 平成２０年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２

号） （説 明）

第３７ 議案第２３６号 平成２０年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補

正予算（第２号） （説 明）

第３８ 議案第２３７号 平成２０年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第

２号） （説 明）

第３９ 議案第２３８号 平成２０年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別

会計補正予算（第１号） （説 明）

第４０ 議案第２３９号 平成２０年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別

会計補正予算（第１号） （説 明）

第４１ 議案第２４０号 平成２０年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算

（第１号） （説 明）

第４２ 議案第２４１号 平成２０年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１

号） （説 明）

第４３ 議案第２４２号 平成２０年度大仙市峰吉川財産区特別会計補正予算（第１

号） （説 明）

第４４ 議案第２４３号 平成２０年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）

（説 明）
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第４５ 議案第２４４号 平成２０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号）

（説 明）

出席議員（２８人）

２番 佐 藤 文 子 ３番 小 山 誠 治 ４番 佐 藤 隆 盛

５番 藤 井 春 雄 ６番 杉 沢 千恵子 ７番 佐々木 昌 志

８番 高 橋 敏 英 ９番 １０番 千 葉 健

１１番 渡 邊 秀 俊 １２番 金 谷 道 男 １３番 斉 藤 博 幸

１４番 佐々木 洋 一 １５番 武 田 隆 １６番 藤 田 君 雄

１７番 菊 地 幸 悦 １８番 佐 藤 芳 雄 １９番 大 野 忠 夫

２０番 大 山 利 吉 ２１番 高 橋 幸 晴 ２２番 本 間 輝 男

２３番 門 脇 一 男 ２４番 橋 本 五 郎 ２５番 橋 村 誠

２６番 佐 藤 孝 次 ２７番 鎌 田 正 ２８番 北 村 稔

２９番 竹 原 弘 治 ３０番 児 玉 裕 一

欠席議員（１人）

１番 大 坂 義 德

説明のため出席した者

市 長 栗 林 次 美 副 市 長 久 米 正 雄

副 市 長 山王丸 愛 子 教 育 長 三 浦 憲 一

代 表 監 査 委 員 田 牧 貞 夫 総 務 部 長 老 松 博 行

企 画 部 長 小 松 辰 巳 市 民 生 活 部 長 元 吉 峯 夫

健 康 福 祉 部 長 岡 晴 隆 農 林 商 工 部 長 藤 原 薫

建 設 部 長 中 嶋 喜代博 病 院 事 務 長 冨 岡 曉 雄

水 道 局 長 藤 田 良 雄 教 育 次 長 相 馬 義 雄

教 育 次 長 藤 原 保 子 総 務 課 長 進 藤 雅 彦

議会事務局職員出席者

局 長 田 口 誠 一 参 事 高 橋 薫
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副 主 幹 伊 藤 雅 裕 副 主 幹 加 藤 博 勝

主 任 菅 原 直 久

午前１０時００分 開 会

○副議長（佐々木昌志君） おはようございます。

議長に事故がありましたので、地方自治法第１０６条第１項の規定により、議長の職

務を執らせていただきますので、よろしくお願いを申し上げます。

これより平成２０年第４回大仙市議会定例会を開会いたします。

市長から招集のあいさつがあります。栗林市長。

○市長（栗林次美君）【登壇】 おはようございます。

本日、平成２０年第４回大仙市議会定例会を招集いたしましたところ、議員各位にお

かれましては、ご参集をいただきまして誠にありがとうございます。

今次定例会でご審議をお願いいたします案件は、専決処分報告１件、人事案件２件、

条例案９件、単行案１２件、補正予算１７件の合計４１件となっております。

各案件につきまして、よろしくご審議賜りますようお願い申し上げます。

なお、この場をお借りいたしまして、主要事業の進捗状況並びに諸般の状況をご報告

いたしたいと存じますが、その前に、新聞等で報道されました固定資産税の課税の誤り

についてご報告申し上げます。

去る１０月２０日に、市内に非木造家屋を所有する法人から評価の根拠となった資料

の交付依頼があり、県が評価した非木造家屋の調書と市が算出した固定資産税の評価額

について改めて確認したところ、固定資産評価額の算出に誤りがあることが判明いたし

ました。直ちに市内非木造家屋の評価額の再点検を実施したところ、平成１０年、１１

年及び１２年中に中仙地域に建設された非木造の建物２１棟、１０法人と個人５名の方

に課税誤りがあり、平成１１年度分から１９年度分まで、税額にして５５５万

９，３００円を多く徴収していたことが判明いたしました。

原因は、職員の理解不足による事務処理のミスとチェック機能の不備によるものであ

り、市では、１１月６日から１１日まで各納税者を訪問し、お詫びと事情説明をして、

多く納めていただいた税額に還付加算金を加えてお返ししたところであります。

このたびお返ししました納税者をはじめ、市民並びに議員各位にご迷惑をおかけした

ことを深くお詫び申し上げますとともに、再発防止に向けチェック態勢を確認し、適正
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な事務処理に努めるよう指示したところであります。

なお、今回お返しした税額と還付加算金にかかわる補正予算につきましては、１０月

３０日付で専決処分させていただいております。

次に、市が単独で実施する緊急経済対策について申し上げます。

世界的な金融不安の影響を受け、我が国の景気が一気に後退し、企業業績の悪化で税

収の大幅な減が見込まれております。地方経済においても、これまでの景気低迷に加え、

さらなる厳しさが増しております。これに対処するため、「大仙市中小企業振興融資

あっせん制度」を利用した場合に、これまでは設備資金に限り利子補給を行っておりま

したが、このたび年末あるいは年度末の資金需要を考慮し、運転資金についても対象と

することといたしました。

利子補給率は年率１．１％、補給期間は借り入れ後３年間であり、これによる本年度

分の見込額２８万５千円の予算の補正及び１，４２０万円を限度額とした債務負担行為

の設定並びに借入枠を拡大するため中小企業融資預託金に１億円を追加する予算の補正

を本日付でご審議いただき、本制度を一日も早くご利用いただけるよう対応したところ

であります。

なお、国の「安心実現のための緊急総合対策」につきましては、本市分としての

３，０００万円を、地方単独事業として秋田自動車道西仙北インターチェンジの料金所

データ処理システムの更新及びＥＴＣ専用インターチェンジに転換するための詳細設計

費用並びに昭和５６年施工の新耐震基準以前に建築された小中学校施設の耐震診断費用

に充てるための実施計画を国に提出したところであり、今次定例会に予算の補正をお願

いいたしております。

それでは、各部局ごとの主要事業の進捗状況等についてご報告させていただきます。

はじめに、総務部関係について申し上げます。

平成２１年度職員採用試験につきましては、第２次試験の結果、最終合格者を事務職

１２名、建築・土木職３名の合計１５名といたしました。

また、市立大曲病院の看護師については１１月７日に試験を実施し、３名を合格とし

ております。

次に、企画部関係についてであります。

小規模集落コミュニティ対策につきましては、６月に市内の全町内、集落を対象とし

たアンケート調査及び高齢化率が高い小規模集落等を対象とした戸別調査を実施し、多
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くの課題を抽出しながら、去る１１月１７日には地域協議会委員や有識者などで構成す

る第１回目の小規模集落コミュニティ対策会議を開催したところであり、次回開催後に

おいて中間的な提言をいただくこととしております。

中心市街地活性化基本計画策定につきましては、庁内体制を整えるとともに国の診断

助言事業の支援を受けながら、内閣府への協議申し込みに向けた作業を進めており、

１１月２５日には、計画策定時に意見をいただく「中心市街地活性化協議会」の設立総

会が開催されたところであります。

また、来年１月には、民間からのまちづくりに関する提案事業の公募を予定している

ところであります。

総合計画の実施計画の改訂につきましては、事業費の圧縮などにより財政計画との調

整を図りつつ、早期にお示しできるよう作業を進めてまいりました。

しかしながら、厳しい財政状況により、いまだ財政計画との溝が埋まらないため、

２１年度当初予算編成とあわせ、再度、「選択と集中、スクラップアンドビルド」によ

る大胆な見直しを行い、実効性のある向こう５カ年の内容を示してまいりたいと考えて

おります。

地域協議会につきましては、これまで毎年３月に各地域に赴き意見交換をさせていた

だいておりましたが、さらに来年度予算編成が始まる時期などを考慮し、去る１０月

２７日から１１月７日にかけて意見交換をさせていただいたところであります。予算編

成に当たりましては、各地域協議会の意見を踏まえ、作業を進めてまいりたいと存じま

す。

ふるさと納税につきましては、１１月末現在、件数で４６件、金額で５１１万３千円

の寄附金が寄せられております。

なお、東京都在中の方々より２００万円、１００万円、５０万円など高額なご寄付も

頂戴しており、ふるさとを思う皆様の気持ちを大切に活用させていただきたいと存じま

す。

西仙北インターチェンジにつきましては、ＥＴＣ（自動料金支払いシステム）の機器

が未設置などにより利用者に不便をおかけしていることや施設の維持管理費を市が負担

しているなどの課題を抱えているところでありますが、平成２２年４月を目標に、国が

推進しているＥＴＣ専用の「スマートインターチェンジ」に転換することで、現在、国

土交通省、秋田県及び東日本高速道路株式会社などの関係機関と調整及び作業を進めて
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おります。

協和地区にあります２つの第三セクターの統合についてでありますが、協和地域には

「四季の湯」を経営する「株式会社協和リゾート管理公社」と、「道の駅」を経営して

いる「株式会社協和振興開発公社」の２つの第三セクターが存在しております。両会社

とも経営規模が小さいことなどから、市といたしましては、統合によるスケールメリッ

トを活かした経営展開ができるよう、来年４月１日の会社統合を目指し、両会社の取締

役会及び株主総会に諮りながら、計画を進めているところであります。

男女共同参画事業につきましては、「男女共同参画都市宣言１周年記念事業」として、

１１月１６日に中島啓江氏による講演会を開催し、あわせて男女共同参画に関する写真

・一行詩の入賞者の表彰を行いました。

国際交流につきましては、１０月１０日から１３日まで、大曲中央公民館を主会場に

第１０回国際アジア民俗学会シンポジウムを開催し、日本を含む東アジアの７カ国など

から招聘した４８名の研究者が、「アジアにおける稲作文化」をテーマに研究発表を

行ったほか、「郷土文化再発見事業」や「国際理解・協力事業」を開催したところであ

ります。

大仙市・唐津郡青少年交流につきましては、８月に韓国を訪問の予定で準備を進めて

おりましたが、竹島問題に関連して受け入れが難しいとの連絡があり、延期していたと

ころであります。その後、唐津郡との協議を重ね、受入態勢が整ったとのことから１１

月１３日から１７日まで、大曲中学校の２年生・３年生の８名と引率３名が、唐津郡の

ホソ中学校を訪れ交流したところであります。

次に、市民生活部関係についてであります。

防犯対策につきましては、安全・安心まちづくり条例の制定に併せて大曲、神岡、仙

北地域において「安全・安心まちづくりアカデミー」を開催いたしました。

また、１１月１４日には「第１回大仙市安全・安心まちづくり推進集会」を開催し、

防犯、青少年健全育成などにご尽力をいただいた６個人と３団体の表彰と元東京都副知

事で警察庁生活安全局長を歴任された竹花豊氏による基調講演を行ったところでありま

す。

防災につきましては、１０月１５日・１６日に「緊急消防援助隊北海道・東北ブロッ

ク合同訓練」が本市の雄物川河川緑地運動公園で開催され、８道県の消防本部、防災航

空隊、医療関係機関など９５機関、２００隊、隊員７３１名が参加し、震度６強の直下
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型地震を想定した各種訓練を実施したところであります。

多くの市民の皆様より見学をいただき、防災意識の高揚に寄与したものと思っており

ます。

防災ハザードマップにつきましては、震災・土砂災害編と洪水編を一冊にまとめ、

１０月１６日に全世帯に配布し、あわせて洪水ハザードマップと震災防災マップのポス

ターを市の公共施設などに掲示いたしております。

作成に当たりましては、広告収入により印刷費を賄うなど工夫を凝らしたものであり

ます。

また、災害協定につきましては、１０月６日にイオン大曲ショッピングセンターと日

常生活物資等の提供や店舗駐車場を一時避難場所とするなどを内容とする「災害時生活

物資等応援協定」を締結し、また、１１月１０日には東北電力大曲営業所と停電と復旧

時間情報の提供、市災害対策本部への社員の派遣、医療機関や市役所、避難場所の電力

優先復旧や電源車派遣に関する「災害時の協力に関する協定」を締結しております。

なお、１１月２８日に神岡、南外の両分署と大曲消防署北出張所を統合した大曲消防

署西分署が完成し、消防関係者の出席をいただき竣工式を行っており、１２月１日より

業務を開始しております。

地球温暖化防止につきましては、環境学習事業として実施した環境家族宣言に１５６

世帯の応募があり、３カ月間で二酸化炭素１，０２６ｋｇの削減を、また、小学４年生

が取り組んだエコチャレンジでは、１週間で１世帯当たり７７４ｇの二酸化炭素削減を

達成しております。

また、本年度から１０月を「ＮＯ レジ袋推進月間」と定め、市内４カ所において

「ＮＯ レジ袋推進キャンペーン」を実施するとともに、テレビＣＭを活用し、レジ袋

削減運動を推進しております。

ごみ減量化につきましては、有料化実施後の家庭ごみ排出量が、１０月末現在、前年

度比で燃やせるごみが１，０９９ｔ、９．３％の減、燃やせないごみが１６９ｔ、

２１．７％の減となっております。

ごみ再資源化につきましては、本年度から新たに春と秋の年２回、発泡スチロールの

拠点回収を実施しており、１，１４０ｋｇを回収しております。

環境基本計画並びに行動計画の策定につきましては、環境審議会でご協議をいただき、

２月中には議会にご報告できるよう作業を進めております。
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次に、健康福祉部関係についてであります。

地域福祉計画、高齢者福祉計画及び障害者福祉計画につきましては、去る１０月２日

の福祉関係計画審議委員会において、各計画の個別部会で審議された内容について中間

報告をいただいており、今後、計画目標や基本的方向、課題解決に向けた重点施策の推

進などを年内に取りまとめ、来年２月をめどに、すべての計画についての答申をいただ

く予定となっております。

平成１９年度から２カ年で建設しておりました神岡幼稚園・保育園一体型施設につき

ましては、すべての工事が完了し、１１月１日に「かみおか幼稚園・神岡保育園」合同

の開園式を行い、同日から新園舎において、教育・保育業務を開始しております。

大曲保育会が実施する大曲乳児保育園の移転改築整備事業につきましては、９月末に

工事を発注しており、１１月末現在の本体工事の進捗率は３２％であり、来年２月中旬

には完成し、３月上旬開園の予定と伺っております。

高齢者等除雪サービス事業については、冬期間、自力で間口の除排雪が困難な世帯を

対象に、１１月末現在、２３０名から申し込みを受けております。

１０月に昨年の自殺者数が公表され、本市では自殺者数が前年に比べ１３名減少し、

県内では秋田市に次いで減少率が大きくなっているところでありますが、人口１０万人

当たりの自殺率においては３１．８人と、全国平均の２４．４人を大きく上回っている

現状であります。

市では、１１月１５日に秋田大学の本橋医学部長を講師に迎え「大仙市こころといの

ちを考える集い」を開催したところであり、今後とも自殺予防ネットワーク推進協議会

との連携による啓発及び相談活動の充実を図ってまいります。

次に、農林商工部関係についてであります。

稲作につきましては、１０月１５日現在の農林水産省統計では、全国の作況指数は

「１０２」のやや良、秋田県では「１０５」のやや良となっており、県南については、

１０ａ当たり６１６ｋｇで「１０６」の良と発表されております。

本年産米の管内の買入れ状況につきましては、ＪＡ等集荷業者が作成した生産調整方

針への参加者の作付確定面積１１，５１７ｈａに対し、生産確定数量が６７，２５９ｔ、

約１１２万俵となっており、１１月１９日現在の集荷状況は、９２６，９３７俵の集荷

目標数量に対し８９５，８００俵余りで、集荷率は９６．６％となっております。

先般、平成２１年産米の都道府県別生産目標数量が報道されましたが、本県は前年比
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で７，６５０ｔの減と全国最大の削減量となっております。

太田農業振興情報センターの新規就農者研修施設において、若手農業者を対象に募集

しておりました冬期農業者研修につきましては、指導員を１名増加し２名体制とすると

ともに、受講者を１名増加し４名とし、１１月４日から研修を始めております。

原油高騰による対応策につきましては、冬期農業における生産コストの縮減を図るた

め、園芸施設で行う省エネルギー対策に県が緊急に助成する事業に対し、市としても通

常の助成額６分の１にさらに６分の１を上乗せし、県と同程度の協調助成を行うことと

しております。

第１３１回秋田県種苗交換会につきましては、１０月３０日から１１月５日まで、に

かほ市を会場に開催され、出品総数２，３７５点のうち、大仙市からは１７７点が出品

され、「水稲」部門で農林水産大臣賞と全国農業協同組合中央会長賞を、「ホウレンソ

ウ」部門で全国農業協同組合中央会長賞を受賞するなど、個人・団体合わせて３８組が

入賞し、本市農業の高い生産技術が評価されたところであります。

秋の稔りフェアにつきましては、１０月２５・２６日の両日、県商工会議所青年部に

よる「あきた旨めもの屋台村」などの新企画も加わり、多くの人出でにぎわったところ

であります。

第１回目の「大仙農業元気賞」につきましては、去る１１月２０日、市内に居住する

若手農業者で、新たな農業に挑戦し、地域のリーダーとして頑張っておられる３名の

方々を表彰したところであります。

出稼ぎ対策につきましては、１１月末現在で出稼ぎ者数が２８７名となっており、市

内医療機関での就労前健康診断の受診状況は１３４件との報告を受けております。

来年３月の高校卒業予定者の就職内定状況につきましては、１０月末現在、ハロー

ワーク大曲管内で就職希望者４２２人のうち３３１人、率にして７８．４％となってお

り、このうち県内への就職希望者は前年同期より２０人少ない２６１人、うち内定者は

１８４人、内定率は７０．５％となっており、前年に比べ６．４ポイント増加しており

ます。

１０月２９日に閉店したジョイフルシティ大曲の離職者は、大曲店、本部、カル

チャーステーション大曲店の合計で１８６名となり、大仙市、仙北市、美郷町では

１５４名が離職しております。

市では、大曲雇用開発協会会員及びイオン関係への求人募集の呼びかけやハローワー
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ク大曲との連携による就職応援セミナーを開催するとともに、関係機関が開催する講習

会などに離職者の積極的な参加を促し、一人でも多くの方が再就職できるよう支援活動

を引き続き実施しているところであります。

技能功労者表彰につきましては、去る１１月２６日の表彰式において、石工、建築大

工、管工事業の３分野から５名の方々を顕彰いたしております。

工業の振興につきましては、今後の企業誘致情報の集約と神岡地区の県の新規工業団

地早期実現のための庁内体制として、１０月１日から企業誘致推進本部とその下部組織

となるプロジェクトチームを設置したところであります。

なお、県の新規工業団地予定地につきましては、当初１０月末頃としていた基本設計

案について検討に時間を要するとのことから、今後に開催予定の地元説明会等において

案を示す旨の連絡を県からいただいております。

また、１０月１７日には、大仙市企業誘致促進議員連盟による岩手県北上市への工場

視察、１０月２１日の名古屋及び１１月２７日の東京での秋田県との協調による「あき

たリッチセミナー」に出席し、１０月３０日には市内製造業の大仙市企業連絡協議会と

の情報交換等を行ったところであります。

さらに、新たな取り組みとして、１１月２１日に「秋田県大仙市首都圏企業懇話会」

を開催し、市出身者並びに市と関わりの深い首都圏企業の皆様にお集まりをいただき、

市の近況をお知らせするとともに、企業誘致や業界情報に関する意見交換を行っており

ます。

なお、本年度中に規模拡大事業によって、操業開始となった企業は３社であります。

西仙北温泉「ユメリア」につきましては、去る５月２２日付で、現在の指定管理者で

あります西仙北温泉インター株式会社から指定取消申出書が提出されたことから、新た

な指定管理者を全国公募いたしておりましたが、１０月の指定管理者選定委員会におい

て、新潟県の「新潟新光電機株式会社」が候補団体として選定されたところであります。

今次定例会に指定にかかわる議案のご審議をお願いいたしております。

次に、建設部関係についてであります。

道路整備につきましては、市単独事業の道路新設改良事業６２路線、地方道路交付金

事業４路線、地方特定道路整備事業１路線のうち５１路線について発注し、うち３８路

線が完了しており、他路線についても順次発注の予定であります。

大曲駅前第二地区土地区画整理事業の建物移転につきましては、中通町地区及び大花
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町地区の本年度移転対象物件１２戸中６戸の権利者と契約済みであり、現在、残る権利

者と交渉中であります。また、借家人補償は３店舗すべての権利者と契約済みでありま

す。

工事関係につきましては、区画道路１０号新設工事、延長６７．９ｍ及び街区整地工

事並びに主要地方道大曲・田沢湖線の布設替え工事を１０月上旬に発注済みであります。

都市再生住宅の建設につきましては、建築主体工事が１１月末に完成しておりますが、

電気設備工事・機械設備工事については、屋外の配管、配線工事を盛土工事と同時施工

しなければならないことと一部外構設備工事が残っているため３月まで工期を延長して

おります。また、周辺整備としての敷地造成工事を１１月末に発注しており、この工事

の進捗状況を見ながら外構・駐車場工事等を進めてまいります。

大仙市都市計画マスタープランにつきましては、去る１１月１９日から、地域別構想

の設定について、各地域での懇談会を開催し、そこでの意見を踏まえた第４回の策定委

員会開催に向けて、現在、作業を進めております。

大仙市耐震改修促進計画につきましては、去る１１月１４日の議員全員協議会におい

てご説明申し上げましたところでありますが、学校については本年度分の耐震診断を行

うため、国土交通省所管の住宅・建築物耐震改修等事業について１１月１７日付で補助

金の交付申請を行っております。

まちづくり交付金事業につきましては、大曲駅周辺地区においては、しあわせ公園の

実施設計業務が９月末で完了済みであります。また、駅裏６号線道路改良工事につきま

しては、路体部分の築造を施工中であります。

神岡地域の神宮寺駅前交流広場整備工事及び中央公園整備工事につきましては、進捗

率が約９５％となっております。

中仙地域の新山５号線の駅東２号橋架け替え工事につきましては、１１月上旬に発注

済みであり、石持館ノ郷線道路改良工事については、１２月中に発注の予定であります。

また、羽後長野駅舎改築工事は、本年度の完了に向けて施工中であります。

協和地域の公営住宅造成及び外構工事につきましては、１１月上旬に発注済みであり、

進捗率は約２０％となっております。

また、駅東線道路整備工事につきましては、１１月末に発注済みであります。

公園事業につきましては、仙北ふれあい公園の（仮称）新仙北体育館建設工事を９月

下旬に発注済みであり、１１月末現在、基礎杭の打ち込み作業を終え、引き続き上部基
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礎工事を進めており、進捗率は約１０％となっております。

また、大曲地域の飯田沼つり公園の板柵護岸工事が来年１月上旬に発注の予定であり

ます。

市営住宅整備の関係では、市として初のＣＭ方式による北ノ沢市営住宅建築工事につ

いて、建築計画６棟１２戸のうち、本年度分２棟４戸分が１２月中旬に完了の予定であ

り、来年２月１日から供用開始となる予定であります。また、福見町市営住宅の火災報

知器設置工事が１１月末に完了しております。

公共下水道事業につきましては、４地区において補助、単独合わせて管渠延長６．４

ｋｍ分を発注済みであります。

農業集落排水事業につきましては、４地区において補助、単独合わせて１６件の管路

工事、延長４．７ｋｍを発注済みであり、処理施設建設工事については、峰吉川地区に

おいて３件を発注しており、全体で約７０％の進捗となっております。

なお、大仙市公共事業評価審議委員会を１１月７日及び１１月２８日に開催し、大曲

駅前第二地区土地区画整理事業、公共下水道事業大曲処理区、神岡地域のまちづくり交

付金事業及び中仙地域のまちづくり交付金事業についてご審議をいただき、いずれも妥

当との評価をいただいたところであります。

次に、国・県関係の工事についてであります。

国道１３号大曲バイパス４車線化事業につきましては、現玉川橋歩道が９月１２日か

ら供用開始されており、昨年１１月から進めていた旧玉川橋撤去工事は来年度に完了す

る予定と、また、神宮寺バイパス事業につきましては、都市計画道路大坪線までの

１．９ｋｍ区間について平成２２年度の供用開始に向けて工事を進めており、協和峰吉

川地区において整備を進めている雪崩防止柵設置工事については本年度中に完了する予

定と伺っております。

大曲橋架け替え事業につきましては、橋脚２基の工事を行っており、引き続き用地買

収及び物件補償を行う予定と伺っております。

国道１０５号四ツ屋地区道路改築事業につきましては、延長５２０ｍについて用地測

量が完了し、引き続き用地買収及び建物補償を行う予定と伺っております。

次に、水道局関係についてであります。

上水道事業につきましては、配水管改良工事として、福田町、延長３８６ｍを１０月

中旬に、大曲須和町、延長２０９ｍを１１月上旬に、また、配水管布設工事として大曲
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橋架け替えに伴う大曲金谷町、延長２１１ｍを１０月上旬に、配水管移設工事として大

曲駅前第二地区土地区画整理事業に伴う大曲中通町、延長７４ｍを１１月上旬に、さら

に大花町、延長３０１ｍを１１月中旬に、それぞれ発注しております。

簡易水道事業につきましては、西仙北地域の大沢郷地区簡易水道施設整備事業におい

て、取水施設・浄水施設及び第１配水池の完成に伴い、１２月１日に大沢郷浄水場の通

水式を行ったところであります。来年１月からは、一部７１戸の給水開始を予定してお

り、これに伴う条例案のご審議を今次定例会でお願いしております。

刈和野地区簡易水道施設整備事業につきましては、９月下旬に地域拡張配水管布設工

事を２件、１１月中旬には送水管・配水管布設工事を２件、それぞれ発注済みでありま

す。

中仙地域の入角地区簡易水道施設整備事業につきましては、１０月中旬に配水管布設

工事と導水管布設及び浄水場・配水池場内整備工事の２件を発注しており、本年度で施

設整備事業が完了の予定であります。

次に、教育委員会関係についてであります。

学校教育につきましては、１１月に入り、平成１９年・２０年度国立教育政策研究所

教育課程研究指定の大曲小学校、また、平成２０年度文部科学省委託「子どもの健康を

育む総合食育推進事業」実践協力校の北神小学校が相次いで授業公開するなど、実践研

究の成果を情報発信しております。

大曲小学校では、２カ年の間に子供たちの話し合い活動が深化し、大きな飛躍を遂げ

たことが賞賛され、また、北神小学校では、学校給食を活用した「食」の指導に積極的

に取り組んでいる学校として文部科学大臣表彰を受けたところであります。

また、これまで地域連携で実績のある神宮寺小学校、協和小学校では、本年度から学

校支援地域本部事業により一層地域住民による学校支援ボランティアが活躍し、さらに

は、大曲高校生徒が大曲小学校を訪問し、児童に英語を教える活動や仙北中学校生徒が

大曲工業高校を訪問し、ものづくりや測量を体験するなど、異校種間連携への取り組み

も行われたところであります。

市といたしましては、このような成果が見られた取り組み事例を市民の皆様に紹介す

るとともに、各学校が創意工夫して主体的に特色ある教育活動を展開できるよう積極的

に支援してまいります。

学校規模適正化につきましては、段階的に進めていく計画としておりますが、本年度
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は第１段階として、平成２４年度までに児童数が５０人台になるか複式学級が出現する

小学校について、該当する神岡地域、西仙北地域、南外地域、太田地域において、市の

考え方の説明や地域の皆様の意見を聴くための会議を開催しております。

今後は、会議でいただいた意見・要望を取り入れ、特に不安を感じている通学につい

ての課題の解決に向け努力してまいりたいと考えております。

生涯学習の推進につきましては、去る９月１４日に市民交流将棋大会を、１０月４日

・５日に子ども囲碁大会と市民囲碁大会を、それぞれ開催しております。

また、西仙北地域において、大仙市将棋連盟西部支部主催の東北将棋大会が行われ、

市長杯争奪戦には名人戦、一般、小学生の部に１０４人が参加、また、東北学生将棋連

盟主催の学生大会には東北の６大学から６６人が参加し、熱戦が繰り広げられたところ

であります。

第１回秋田飴売節大会が地元の秋田飴売節保存会や神岡地区の方々が中心となって

１１月２３日に北楢岡公民館で開催され、一般の部に県内外から４７人、年少の部に９

人が参加し、約３５０人の観客の皆様と一緒に楽しんだところであります。

また、１１月２９日・３０日に大仙市芸術文化協会が主催する作品展示を中心とした

大仙市芸術祭が開催されております。

文化財保護につきましては、国指定名勝「池田氏庭園」の特別公開を１１月８日・９

日に実施し、市民の皆様をはじめ県内外から約４，０００人の見学者がありました。

次に平成２１年度当初予算編成について申し上げます。

平成２１年度の本市の財政状況は、自主財源の根幹をなす市税収入が、景気減速によ

る地域経済の低迷や固定資産評価替等の影響により減収となる見込みであるほか、地方

交付税改革により年々その交付額が減少してきております。また、財政調整基金の残高

が５億円を切るなど、各種基金の大幅な減少により臨時的な財源の活用も困難になって

きていることから、一般財源の確保に苦慮しているところであります。

厳しい財政状況下ではありますが、２１年度予算は大仙市総合計画における「市民と

の協働のまちづくり」を基本とし、重点的な取り組みである子育て環境や教育環境の整

備、市民福祉向上のための施策、安全・安心まちづくり、産業振興・雇用創出のための

施策、環境保護などを計画的に推進することを念頭に予算を編成してまいります。

予算編成には３つのキーワードを基本として作業を進めることとし、１つ目として、

財源確保が厳しいことから「部局主体型予算編成」、いわゆる各部局への一般財源配分
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方式を導入いたします。

２つ目は「ＴＷＯスクラップＯＮＥビルド」、２つの事業を見直して１つの新たな事

業を立ち上げるという概念のもと、予算編成に取り組んでまいります。

３つ目は、補助金審査委員会における提言の尊重であります。１９年度から２カ年に

わたって、外部の委員から１８０件の市の単独補助金について審査を行っていただきま

したが、この提言を尊重した予算編成に反映させることとしております。

平成２１年度の財政見通しも依然として厳しい状況にありますが、先例や従来の発想

にとらわれることなく、事業の必要性や効果を十分に検証し、最小の経費で最大の効果

が得られるよう知恵を出した予算編成を行ってまいります。

また、徹底した経費節減のため職員一人一人が高いコスト意識を持ち、「行政経営」

感覚と市民への説明責任を念頭に思い切った改善を図り、行財政運営の簡素化・効率化

に努めてまいりますので、市民並びに議員各位のご理解とご支援をお願い申し上げまし

て、主要事業の進捗状況並びに諸般の状況のご報告とさせていただきます。

ありがとうございます。

午前１０時５１分 開 議

○副議長（佐々木昌志君） これより本日の会議を開きます。

○副議長（佐々木昌志君） 本日の会議は、議事日程第１号をもって進めます。

○副議長（佐々木昌志君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。

会議録署名議員は、会議規則第８１条の規定により、２０番大山利吉君、２１番高橋

幸晴君、２２番本間輝男君を指名いたします。

○副議長（佐々木昌志君） 日程第２、会期の決定を議題といたします。

お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から１２月２２日までの１８日間とい

たしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって、会期は１８日間と決定いた

しました。
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○副議長（佐々木昌志君） 日程第３、この際、諸般の報告をいたします。

市代表監査委員から例月現金出納検査結果が提出されましたので、これを別添お手元

に配付のとおり報告いたします。

○副議長（佐々木昌志君） 日程第４、議案第１９５号、平成１９年度大仙市一般会計・

特別会計歳入歳出決算の認定についてを議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。決算特別委員長２７番鎌田正君。

○決算特別委員長（鎌田 正君）【登壇】 ご報告いたします。

去る９月１１日の平成２０年第３回定例会第３日目において、当委員会に審査付託と

なり、継続審査となっておりました議案第１９５号「平成１９年度大仙市一般会計・特

別会計歳入歳出決算の認定について」、審査の経過及び結果についてご報告いたします。

日程は１１月１１日から１４日まで４日間にわたり委員会及び分科会を開催し、この

間、担当職員の出席を求め、監査委員の審査意見書を参考にしながら予算が適正かつ効

率的に執行されているかどうか慎重に審査いたしました。

審査は総務、企画産業、教育民生及び建設水道の４分科会を設置し、担当部門を決め、

所管する決算について個別に審査し、疑義を正しながら軽微な改善事項についてはその

都度関係職員に善処方を求めて審査を行ったところであります。

また、最終日には各分科会から審査報告を行った後、委員会としての質疑、討論、採

決を行い、その後、当局の出席を得て、審査内容と意見について申し上げました。

市長からは、それぞれの各分科会から指摘のあった中で、はじめに総務分科会の財政

健全化判断比率である実質公債費比率と将来負担比率については、平成１９年度は

１７．９％の実質公債費比率が平成２０年度の決算では基準値である１８％を超える見

込みであり、今後の財政運営において現在の財政状況を十分考慮し、各種建設事業の実

施計画等の見直しを行い、市債発行の抑制を図り、市債残高については平成２６年度ま

でに全会計で１，０００億円以下にすることを当面の目標値として、公債費負担の適正

化計画を策定し対応する一方、歳入の面では収納対策について今年度収納推進課を創設

して組織の強化を図り実施しているが、収納手段の改善に努め、特に滞納分については

その実態に応じた対策を講じて自主財源の確保に努め、また、市有財産の遊休資産につ

いては売却や施設等の整理統合を含め有効な活用を図ってまいります。
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次に、企画産業分科会の地域枠予算についてのご指摘については、予算の執行に当た

り地域協議会との協議により、行政と市民が一体となって事業に取り組み、協働のまち

づくりを進めていくことを目的とする本来の趣旨に沿った予算の執行が図られるよう対

応してまいりますが、昨年度から各地域協議会には地域振興計画の策定を依頼しており、

各地域の特色を生かした事業の実施により、一層の地域の活性化が図られるよう期待し

ております。

次に、教育民生分科会の消防団に関するご指摘については、消防団の現在の充足率は

８０％であり、消防団協力事業所表示制度の推進や市職員の入団促進に努めており、今

後とも女性消防団員の入団促進、会社、事業所ごとに組織する機能的消防団の設置など

により充足率の向上に努めてまいりたい。

また、消防団組織については、合併後３年余りが経過し、基本的な装備品の統一を図

り、各種訓練の実施等により大仙市消防団としての一体性が醸成されつつあることから、

今後の組織体制については消防団幹部と協議してまいります。

次に、建設水道分科会の道路維持等に関するご指摘については、各地域から多くの要

望があり、平成２１年度の予算編成作業の中で一定のルールのもとに各地域への配分を

行ってまいりたい。財源の状況が大変厳しい状況にあるが、生活道路の維持管理費につ

いては、前年度より幾らかでも増額できるよう努めてまいりたい。

このほかの各分科会においての指摘事項については、今後の予算執行や平成２１年度

の予算編成等において検討させていただき、より一層の市民サービスの向上に努めてま

いりたいとの発言がなされております。

それでは、審査結果と審査における主な意見について、順次その概要を申し上げます。

はじめに、総務分科会について申し上げます。

まず、財政健全化判断比率である実質公債費比率及び将来負担比率が高い数値となっ

ていることから、市債の発行を極力抑制するように努められたい。

次に、市税に関して不納欠損額や収納未済額が増となっていることから、滞納の実態

に応じた適切な収納対策を講じられたい。

次に、市有財産の適正な管理に努め、引き続き遊休資産の処分や施設の有効な活用を

図られたい。

次に、職員による交通事故等が見受けられることから、車両管理や安全運転管理に一

層の対策を講じられたいとの意見がありました。
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次に、企画産業分科会について申し上げます。

まず、地域振興事業の地域枠予算については、本来の趣旨にそぐわない事例も見受け

られますので、本来の事業目的に沿った予算執行をされたい。

また、地域協議会の役割は市長の諮問機関であり、地域の活性化を図ることを目的に

各地域に設置されたものであるが、本来の役割が見えてこない。地域協議会と各地域の

自治会組織のあり方について再度検討されたい。

次に、地域医療対策検討経費に関しては、地域医療のあり方を考えると、その核とな

るべき仙北組合総合病院の存在は住民のニーズが極めて高い。市の今後の財政環境は一

段と厳しいものが予想されることから、市としても行財政改革等を進めながら予算編成

に際しては病院建築が具体化した時点で、一時的に多大な財政負担とならないよう今か

ら財政支援計画について優先的に取り組まれたい。

次に、事業実施結果を評価するに当たり、予算の執行率だけでなく成果が数字的に把

握できるような形の事業結果で評価してほしい。また、決算は単に数字だけでなく、そ

れぞれの事業の効果が常に判断できるよう心がけたいとの意見がありました。

次に、教育民生分科会について申し上げます。

まず、消防団については、団員確保の面では市職員の入団勧誘や各支団の働きかけ等

により徐々に改善が図られているが、団員不足の問題は今後も続くものと思われます。

団そのものについても各地域の実情に合った体制で運営してきているが、各種訓練のあ

り方や積載車の適正配分などの問題も含め、消防団の組織全体について見直す時期にき

ていると思われますので、消防団幹部と協議しながら今後の方向性について十分検討さ

れたい。

次に、側溝汚泥回収や防疫薬剤配布などの市民サービス事業は、科目の名称について

は修正の余地があるものの防災や環境保全の面、また、車両運行上も非常に効果のある

事業と思われますので、関係各課が連携をとり、地域の自治会などの協力も仰ぎながら、

より一層の市民サービスの向上に努められたい。

次に、給食費や奨学資金、国保会計に限らず、各会計全般にわたり滞納繰越金などの

収入未済が年々増加している。分割納付や口座振替日の変更など、徴収のための様々な

努力をされていることに対しては一定の評価はできるが、社会情勢の変化等に対応し、

より確実に徴収できるような方策を講じられたい。

次に、教育民生関係に限らず不用額の多い事業が見受けられる。年度末までに支出済
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額が把握できるものについては、補正予算を組むなどして必要以上に有余額、不用額を

出さない事務事業の執行に努められたい。また、予算執行がゼロで全額が不用額となる

事業も見受けられた。たとえ年度途中であっても事業の精査や見直しを図り、減額補正

して予算執行するよう努力されたいとの意見がありました。

次に、建設水道分科会について申し上げます。

まず、道路維持、新設改良事業については、各地域からの多くの要望があると思われ

ます。平成２１年度の予算編成に当たっては、各地域のバランスを取り、危険性のある

場所については早急に対応できるよう検討いただきたい。

次に、一般会計における特別会計への繰出金について、簡易水道事業、公共下水道事

業、農業集落排水事業においては、補正予算を組んでいるものの不用額を生じているも

のが見られた。予算の適正な執行のために編成方法などを検討いただきたい。

次に、住宅使用料及び簡易水道事業、公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、

特定地域生活排水処理事業、農業集落排水事業の各特別会計の終了においては、前年度

より収入未済額が増加しているので早期に滞納の解消を図れるよう努められたい。

次に、宅地造成事業特別会計では、各地域において分譲地の売れ残りが見られるが、

強首地区宅地分譲地のように雄物川改修事業による特殊な事情のある分譲地においては

売払単価を下げるなどの措置を講じ、早期に売却できるよう努められたい。

次に、下水道事業の公共下水道事業、特定環境保全公共下水道事業、農業集落排水事

業における汚泥処理において、一定の処理施設では肥料化して配布していることは望ま

しいことであるが、広報活動を通じ、広く利用者に還元、あるいは配布できるよう検討

していただきたい。

次に、土地区画整理事業は、昭和６３年に基本計画が樹立され、数回にわたり実施計

画を変更しながら見直しされているが、平成２０年度は大型ショッピングセンターの進

出など大曲駅前の大型小売店が閉店するなど社会情勢も刻々と変化してきているので、

時代に即した弾力的な計画変更も検討いただきたいとの意見がありました。

以上、平成１９年度一般会計・特別会計歳入歳出決算の審査意見書として議長に提出

しております。

討論において、平成１９年度では三位一体改革での定率減税の廃止と税源移譲による

住民税の大幅増、また、住民税の非課税対象からの課税対象にかかわることに伴う介護

保険料増加への連動や市単独の福祉政策からの対象外となるケース、また、歳出削減を
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目的とした検診料自己負担の引き上げなど経常経費の大幅削減、長寿祝金制度の削減な

どが行われ、住民にとっては負担増とサービス後退感を実感した年であり、市財政に

とっては税源移譲や定率減税廃止によって増収が見込まれたものの大幅収入未済額の発

生もあり、課題も多く残しているところであります。

さらに職員定数の削減、給与削減という国の集中改革プランの影響から業務上の事故

等の問題なども生じており、ひいては今後、住民サービスへの影響も懸念される三位一

体改革のもとでの地方財政計画に沿った予算であり、本決算はその執行結果であること

から認定には反対するとの討論がありました。

採決の結果、出席委員の多数をもって、本決算は認定すべきものと決した次第であり

ます。

以上で報告を終わります。

○副議長（佐々木昌志君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論の通告がありますので、発言を許します。２番佐藤文

子君。

○２番（佐藤文子君）【登壇】 私から議案第１９５号、平成１９年度一般会計・特別会

計歳入歳出決算の認定に反対の立場から討論をいたします。

１９年度予算審議において、私は一般会計と簡易水道事業特別会計に反対を表明いた

しました。

まず、簡易水道事業特別会計では、南外地域の水道未使用者から毎月基本料金を徴収

し続けることは問題であると反対したところであります。その後、各戸訪問により説明

の上で使用を開始された方、また、廃止された方など対応されてきたようでありますが、

依然多くの未使用家庭がいることにもかかわらず基本料金の徴収につきましては、私は

納得できるものではありません。その点で問題であります。

次に、一般会計では、定率減税の廃止、そして税源移譲によって市民税の大幅負担増

となる中で、検診料の自己負担の引き上げや敬老の日の事業や長寿祝金の縮減などは、

サービスの後退を示すものであること、また、職員定数管理も国の示す指針より早まっ

て減となる上に給料引き下げは問題であるなどを指摘し、反対したところであります。



- 23 -

本決算はその執行であります。決算を見ますと、市民税は増収が見込まれたものの、

固定資産税も含め市税収入未済額は大幅に増えており、市民の生活が一層苦しくなって

いることを示しております。

また、定率減税廃止や税源移譲により市民税が非課税から課税に変わった市民も多く、

このことにより介護保険料の引き上げにつながったり、また、所得制限を設けた各種

サービス、例えば介護用品の支給や介護慰労金の支給の対象外になる方も多く出るなど

から、これらの事業費は当初予算の半分程度の執行となるなど、この点でもサービスの

後退が伺えるものであります。

高齢者には後期高齢者医療保険料や介護保険見直しによる保険料増への不安など、一

層の耐え難い負担が襲っております。地域の中で健康的に生きがい、楽しみを持ってい

きいきと暮らす。医療や介護が必要になったら安心して受けられる。そのためのサービ

スの所得制限の見直しも含め、これらのサービスを充実していただきたいものでありま

す。

また、１９年度は原油高騰対策として福祉灯油を実施し、大変喜ばれたわけですが、

現在、原油の下落傾向にはあるとはいえ、その他食料品、雑貨などの物価高騰は依然と

して続いており、低所得者への福祉灯油は是非とも今年も実施していただきたいものだ

というこの２点を付して反対討論を終わります。

以上です。

○副議長（佐々木昌志君） ほかに討論の通告がありませんので、これにて討論を終結い

たします。

これより議案第１９５号を採決いたします。この採決は起立により行います。本件に

対する委員長報告は認定であります。本件は、委員長報告のとおり決することに賛成の

諸君の起立を求めます。

（賛成者起立）

○副議長（佐々木昌志君） 起立多数であります。よって本件は、認定することに決しま

した。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第５、議案第２０５号及び日程第６、議案第

２０６号の２件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。栗林市長。
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○市長（栗林次美君）【登壇】 議案第２０５号及び議案第２０６号の人権擁護委員の候

補者の推薦につき意見を求めることについて、ご説明申し上げます。

本２件につきましては、当市人権擁護委員のうち、池田キミ氏並びに竹村正資氏の任

期が来たる平成２１年３月３１日をもって満了することから、その後任候補者について

秋田地方法務局から推薦の依頼がありましたので、池田氏については再推薦、竹村氏に

ついては再推薦の年齢制限を超えることから、新たに中村健秀氏を推薦するため、人権

擁護委員法第６条第３項の規定により、議会の意見を求めるものであります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご同意賜りますようお願い申

し上げます。

○副議長（佐々木昌志君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 質疑なしと認めます。

お諮りいたします。議案第２０５号及び議案第２０６号の２件については、会議規則

第３７条第３項の規定により、委員会への付託を省略いたしたいと思います。これにご

異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって本２件については、委員会へ

の付託を省略することに決しました。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 討論なしと認めます。

これより議案第２０５号及び議案第２０６号の２件を一括して採決いたします。本２

件は同意と決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって本２件は、同意することに決

しました。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第７、報告第１４号及び日程第８、議案第２０７

号の２件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。
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○総務部長（老松博行君）【登壇】 それでは、ご説明申し上げます。

はじめに、お手元の資料のうち、資料Ｎｏ．２の大仙市補正予算書１０月補正（専

決）をご覧いただきたいと存じます。資料Ｎｏ．２です。

報告第１４号、平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第８号）の専決処分報告につ

きまして、ご説明申し上げます。

今回の補正予算は、固定資産税における課税誤りが判明したことに伴い、その過徴収

税額について、できるだけ早く還付するために補正を行ったものであり、歳入歳出予算

の総額に、それぞれ６６４万６千円を追加し、補正後の予算総額を４３４億９８５万４

千円としたものであります。

地方自治法第１７９条第１項の規定に基づき、平成２０年１０月３０日付で専決処分

を行ったものであり、同条第３項の規定により議会に報告し、ご承認をお願いするもの

であります。

補正予算の概要につきまして、事項別明細書によりご説明申し上げます。

６ページをご覧いただきたいと思います。

歳入１９款繰越金は、前年度繰越金として６６４万６千円の補正。

歳出２款総務費は、市税還付金として６６４万６千円の補正であります。

内容といたしまして、中仙地域において平成１０年から１２年までに建築された非木

造家屋について課税誤りが判明したため、非木造家屋２１棟分に係る固定資産税の過徴

収税額に還付加算金を加えて還付するものであります。

以上であります。

次に、お手元の資料のうち、資料Ｎｏ．３の大仙市補正予算書１２月補正予算一般会

計補正予算（第９号）をご覧いただきたいと思います。資料Ｎｏ．３であります。

１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２０７号、平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第９号）について、ご説明

申し上げます。

今回の補正予算は、中小企業者の経営安定のために実施する市単独の経済対策に係る

補正であり、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億２８万５千円を追加し、補正後の予

算総額を４３５億１，０１３万９千円とするものであります。

また、中小企業振興緊急経営安定資金の融資に係る利子補給金についての債務負担行

為を設定するものであります。
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補正予算の概要につきましてご説明申し上げます。

７ページになります。

歳入１０款地方交付税は、普通交付税として２８万５千円の補正。

２０款諸収入は、中小企業融資預託金元利収入として１億円の補正であります。

８ページになります。

歳出７款商工費は１億２８万５千円の補正であります。

内容といたしましては、中小企業振興緊急経営安定資金融資利子補給金は、長期化す

る景気の低迷に対処するため、市内の中小企業者が事業運営上必要とする経営安定資金

を大仙市中小企業振興融資制度により融資を受けた場合に、当該融資に係る利子の一部

を補給することによりまして金利負担を軽減するものであります。

これまでは設備資金に限りまして利子補給を行ってまいりましたが、今回は運転資金

についても対処をするものであります。

なお、補給率は年率１．１％で、補給期間は借り入れ後３年間であります。今年度の

補正額は２８万５千円でありますが、来年度以降の債務負担といたしまして平成２１年

度から平成２４年度を期間として、限度額を１，４２０万円とする債務負担行為を設定

するものであります。これによりまして中小企業者はマル仙制度では通常、借入利率

２．６５％のところを１．５５％で借り入れすることができるものであります。

次に、中小企業融資預託金は１億円の補正であります。これまで４億３，０００万円

の預託総額でありましたので、この補正を加えまして５億３，０００万円の預託総額と

なるものであります。

また、これまで預託金の８倍から１０倍程度までの貸出実績がありますので、この１

億円補正によりまして、新たに８億円から１０億円程度までの貸し出しに対応できるも

のと考えております。

なお、１中小企業者当たりの融資限度額は１，５００万円となっているものでありま

す。

年末を迎えて資金繰りもあることから、この制度を一日も早く利用していただけるよ

う、本日の議決をお願いするものであります。

なお、この制度の申請期間は、議決をいただいた日から平成２１年３月３１日までと

するものであります。

以上ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し
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上げます。

○副議長（佐々木昌志君） これより質疑に入ります。質疑はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 質疑なしと認めます。

報告第１４号は総務常任委員会に、議案第２０７号は企画産業常任委員会に、それぞ

れ付託いたします。

各常任委員会審査のため、暫時休憩いたします。再開時間は、追ってご連絡申し上げ

ます。

午前１１時２４分 休 憩

…………………………………………………………………………………………………………

午後 １時００分 再 開

○副議長（佐々木昌志君） 休憩前に引き続き、会議を開きます。

○副議長（佐々木昌志君） 日程第７、報告第１４号を再び議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。総務常任委員長２９番竹原弘治君。

○総務常任委員長（竹原弘治君）【登壇】 総務常任委員会に審査付託となりました事件

について、本会議休憩中に委員会を開催し、慎重審査いたしましたので、その経過及び

結果についてご報告いたします。

報告第１４号「専決処分報告について（平成２０年度一般会計補正予算（第８

号））」につきましては、当局からの報告内容説明に対し、ほかの固定資産税について

の調査は行ったのか、また、この件について調査に費やした時間等についてやサービス

残業はなかったのかとの質疑については、当局から、全市の非木造建物について調査し

た結果であり、また、調査には残業をして４日間を費やしたが、職員への時間外手当は

支給しているとの答弁がありました。

ほかに、現在の市税の賦課事務のチェック体制についての質疑があり、当局からは、

複数の職員によるチェックを行っており、誤りのないようにしているとの答弁がありま

した。

討論はなく、採決の結果、出席委員の一致をもって、本件は承認すべきものと決した

次第であります。

以上で報告を終わります。
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○副議長（佐々木昌志君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 討論なしと認めます。

これより報告第１４号を採決いたします。本件に対する委員長報告は承認であります。

本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって本件は、承認することに決し

ました。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第８、議案第２０７号を再び議題といたします。

本件に関し、委員長の報告を求めます。企画産業常任委員長３０番児玉裕一君。

○企画産業常任委員長（児玉裕一君）【登壇】 ご報告いたします。

休憩前の本会議において、当委員会に審査付託となりました事件につき、委員会を開

催し、審査いたしましたので、その経過及び結果についてご報告いたします。

議案第２０７号「平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第９号）」につきまして、

当局から説明を求め、質疑において、中小企業振興融資斡旋制度資金は、どのような流

れで申し込み、決定するのかとの質問があり、当局より、各金融機関、市内商工団体に

融資を申し込み、そこで経営状況等を審査され、秋田県信用保証協会の保証が成り立つ

と融資の決定がなされ、融資事項を確認して利子補給をすることになるとの答弁があり

ました。

さらに、中小企業融資預託金の１億円は緊急的に出てきたが、この額で十分かとの質

問に対し、この金額は融資額に見合う必要額を算定して決定したとの答弁がありました。

また、各金融機関の預託金額についての質問があり、金融機関の融資実績に基づき預

託しているとの答弁がありました。

さらに、預託率と貸付率で各金融機関ごとにばらつきがないかとの質問に対し、各金

融機関とも預託金の１０倍から１０．５倍の間で融資されており、特にばらつきがなく、
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また、貸し渋り等は確認されていないとの答弁がありました。

ほかに２、３の質問がありましたが、当局説明を了とし、討論はなく、採決の結果、

出席委員の一致をもちまして、本件は原案のとおり可決すべきものと決しました。

以上で報告を終わります。

○副議長（佐々木昌志君） ただいまの委員長報告に対する質疑に入ります。質疑はあり

ませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 質疑なしと認めます。

これより討論に入ります。討論はありませんか。

（「なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） 討論なしと認めます。

これより議案第２０７号を採決いたします。本件に対する委員長報告は原案可決であ

ります。本件は、委員長報告のとおり決することにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって本件は、原案のとおり可決さ

れました。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第９、議案第２０８号から日程第４３、議案第

２４２号までの３５件を一括して議題といたします。

提案理由の説明を求めます。老松総務部長。

○総務部長（老松博行君）【登壇】 それでは、ご説明申し上げます。

お手元の資料のうち、資料Ｎｏ．１の議案書をご覧いただきたいと思います。

４ページと５ページからになります。

議案第２０８号、大仙市移動通信用鉄塔施設整備事業分担金徴収条例の一部を改正す

る条例の制定について、ご説明申し上げます。

本案は、移動通信用鉄塔施設整備事業経費に係る国・県・市町村及び電気通信事業者

の負担割合について、総務省において一部見直しが行われたことに伴い、市が電気通信

事業者に課する分担金の額を改正するものであります。

具体的な改正の内容につきましては、事業による受益地区の世帯数が１００世帯未満

の場合における分担金の額を事業経費総額の２１０分の２３以内から３１５分の２３以
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内として電気通信事業者の負担軽減を図るもので、所要の経過措置を設け、公布の日か

ら施行することとしております。

なお、これによって生じる不足額につきましては、国の負担によって賄われるもので

あります。

次に、６ページと７ページになります。

議案第２０９号、大仙市立保育所設置条例の一部を改正する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

本案は、大仙市立保育所法人化実施計画に基づき、平成２１年度に船岡保育園及びお

おた保育園を社会福祉法人大空大仙に移譲するため、これらの保育園を廃止するもので、

平成２１年４月１日から施行することとしております。

次に、８ページと９ページになります。

議案第２１０号、大仙市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明申

し上げます。

本案は、市営住宅の入居者及び周辺住民の生活の安全及び平穏の確保並びに公営住宅

制度への信頼の確保を図るため、入居資格に暴力団員でないことを加えるなど、暴力団

排除規定を新設するものであります。

また、西仙北地域刈和野地区に建設中の北ノ沢市営住宅の供用を開始するため、その

名称及び位置を規定するものであります。

なお、暴力団排除規定につきましては平成２１年１月１日から、北ノ沢市営住宅の規

定につきましては平成２１年２月１日から施行することとしております。

次に、１０ページと１１ページになります。

議案第２１１号、大仙市特定公共賃貸住宅条例の一部を改正する条例の制定について、

ご説明申し上げます。

本案は、ただいまご説明いたしました議案第２１０号の市営住宅と同様に、特定公共

賃貸住宅から暴力団を排除するための規定を新設するもので、平成２１年１月１日から

施行することとしております。

次に、１２ページから１４ページまでになります。

議案第２１２号、大仙市簡易水道事業の設置に関する条例の一部を改正する条例の制

定について、ご説明申し上げます。

本案は、西仙北地域の刈和野地区簡易水道事業の給水区域に高屋敷及び加賀戸地区を



- 31 -

加えるほか、現在施工中の大沢郷地区を給水区域とする簡易水道事業に既存の杉山田地

区簡易水道事業を統合し、新たに大沢郷地区簡易水道事業として設置するものでありま

す。

また、これらの改正に伴い、水道料金及び加入金についても併せて規定を整備する必

要があることから、附則において大仙市簡易水道事業給水条例の一部改正を行うもので

あり、平成２１年１月１日から施行することとしております。

なお、大沢郷簡易水道の料金は、既存の西仙北地域の簡易水道料金と同額としており

ますが、平成２２年度には全市の簡易水道料金の見直しを行う予定であります。

次に、１５ページと１６ページになります。

議案第２１３号、大仙市軽費老人ホーム設置条例を廃止する条例の制定について、ご

説明申し上げます。

本案は、大仙市立介護保険施設法人化実施計画に基づき、平成２１年度に軽費老人

ホーム「ケアハウスのぞみ荘」を社会福祉法人大仙ふくし会に移譲するため、当該施設

を廃止するものでありますが、これに伴い、この条例に規定すべき施設がなくなること

から条例そのものを廃止するものであり、平成２１年４月１日から施行することとして

おります。

次に、１７ページと１８ページになります。

議案第２１４号、大仙市特別養護老人ホーム設置条例等の一部を改正する条例の制定

について、ご説明申し上げます。

本案は、大仙市立介護保険施設法人化実施計画に基づき、平成２１年度に特別養護老

人ホーム桜寿苑並びに中仙老人デイサービスセンター及び中仙老人短期入所施設を社会

福祉法人大仙ふくし会に移譲するため、これらの施設を廃止するもので、平成２１年４

月１日から施行することとしております。

次に、１９ページから２３ページまでになります。

議案第２１５号、大仙市健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」条例の制定につ

いて、ご説明申し上げます。

本案は、市が取得することとなりました大曲社会保険健康センター、通称ペアーレ大

曲につきまして、取得後は市の施設として市民の利用に供するため、その名称を大仙市

健康文化活動拠点センター「ペアーレ大仙」とし、位置、管理等について規定するもの

であります。
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業務内容につきましては、各種生涯学習講座の開設並びに温水プール及びトレーニン

グルームの一般利用を従来どおり行うほか、これまで一般利用に供していない研修室等

についても講座で使用しない時間帯は市民の生涯学習活動の場として提供することとし、

施設の一般利用は平成２１年３月２日から、各種生涯学習講座は平成２１年４月１日か

ら開設することとしております。

また、使用料につきましては２３ページの別表に規定しておりますが、これは講座を

除く一般利用の場合における使用料であり、講座を受講する場合につきましては、この

規定による使用料ではなく、別途受講料をそれぞれ定めて徴収することとしております。

次に、２４ページと２５ページになります。

議案第２１６号、大仙市市民活動支援センター条例の制定について、ご説明申し上げ

ます。

本案は、ボランティア及びＮＰＯの育成及び活動支援を行うため、ペアーレ大仙の一

部を活用し、大仙市市民活動支援センターを設置するもので、平成２１年４月１日から

施行することとしております。

次に、２６ページと２７ページになります。

議案第２１７号、大仙市と仙北郡美郷町との境界変更について、ご説明申し上げます。

本案は、六郷西部地区県営経営体育成基盤整備事業の施行に伴い、従来の地形が変更

され、大仙市と仙北郡美郷町との境界が不明確となったので、整理後の区画に合わせて

境界を変更するため、地方自治法第７条第６項の規定により、議会の議決をお願いする

ものであります。

なお、これにより市の面積は１，４１８．０９㎡の減となりますが、人口及び選挙区

の異動はないものであります。

次に、２８ページと２９ページになります。

議案第２１８号、字の区域の変更について、ご説明申し上げます。

本案は、大曲地域の花館地区県営経営体育成基盤整備事業の施行に伴い、同地区の字

の区域を変更する必要が生じたため、秋田県知事から字界変更の依頼がありましたので、

地方自治法第２６０条第１項の規定により、議会の議決をお願いするものであります。

次に、３０ページから３８ページまでになります。

議案第２１９号から議案第２２７号までの９件につきましては、それぞれ関連があり

ますので一括してご説明申し上げます。
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本９件は、公の施設の指定管理者の指定について、地方自治法第２４４条の２第６項

の規定により、議会の議決をお願いするもので、八乙女温泉さくら荘など１１施設が対

象となっており、指定を更新するものが３施設、新たに指定するものが８施設で、募集

形態別では、公募が５施設、公募によらないものが６施設となっております。

各施設の指定管理者についてでありますが、議案第２１９号の八乙女温泉さくら荘、

議案第２２４号の大仙市八乙女交流センター並びに議案第２２６号の大仙市営八乙女球

場及び大仙市八乙女運動公園テニスコートの４施設につきましては、一体管理を前提と

して太平ビルサービス株式会社。

議案第２２０号の鞠子苑につきましては、社団法人大仙市シルバー人材センター。

議案第２２１号の西仙北ぬく森温泉ユメリアにつきましては、新潟新光電機株式会社。

議案第２２２号の大仙市協和農林水産物直売・食材供給施設及び大仙市協和遺跡・陶

芸の里交流施設、並びに議案第２２３号の米ヶ森公園の３施設につきましては、一体管

理を前提として、株式会社協和振興開発公社。

議案第２２５号の大仙市立協和公民館淀川分館及び議案第２２７号の大仙市協和淀川

農林漁業者トレーニングセンターにつきましては、一体管理を前提として、淀川振興協

議会を指定するものであります。

なお、指定期間につきましては、すべて平成２１年４月１日から平成２４年３月３１

日までの３年間としております。

次に、３９ページになります。

議案第２２８号、平成２０年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別会計へ

の繰入額の変更について、ご説明申し上げます。

本案は、既に議会の議決をいただいております平成２０年度一般会計から介護老人福

祉施設介護サービス事業特別会計への事業資金繰入額の上限を１億３，９５８万６千円

以内から１億５，６４４万７千円以内に改めることについて、地方財政法第６条の規定

に基づき、議会の議決をお願いするものであります。

続きまして、お手元の資料のうち、資料Ｎｏ．４の大仙市補正予算書１２月補正をご

覧いただきたいと存じます。

はじめに、１ページになります。

議案第２２９号、平成２０年度大仙市一般会計補正予算（第１０号）について、ご説

明申し上げます。
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今回の補正予算は、人事異動及び給与削減等に伴う職員人件費、法人立等保育所負担

金、生活扶助費等、小学校施設の耐震化事業費などの補正が主なものであり、歳入歳出

予算の総額に、それぞれ５億１３１万６千円を追加し、補正後の予算総額を４４０億

１，１４５万５千円とするものであります。

また、繰越明許費につきましては、学校施設耐震化事業費ほか１件について、債務負

担行為では、各施設に係る指定管理料７件について、それぞれ設定するものであります。

それでは、補正予算の概要につきまして、事項別明細書により歳入から順にご説明申

し上げます。

１１ページになります。

９款地方特例交付金は、道路特定財源の暫定税率の失効期間中における地方公共団体

の減収を全額補てんするために平成２０年度限りの措置として交付されるもので、自動

車取得税減収補てん臨時交付金として７９９万９千円、地方道路譲与税減収補てん臨時

交付金として３８８万６千円、合わせて１，１８８万５千円の補正であります。

１０款地方交付税は、普通交付税として５，２２１万２千円、特別交付税として

１，４２４万６千円、合わせて６，６４５万８千円の補正であります。

１２款分担金及び負担金は、保育所保育料負担金として２，４６０万９千円の補正で

あります。

１４款国庫支出金は２億４，５６２万８千円の補正であります。

国庫負担金は、生活保護費負担金など民生費国庫負担金として２億１，２４８万７千

円の補正であります。

１２ページになります。

国庫補助金は、国の１次補正予算に伴い創設された地域活性化・緊急安心実現総合対

策交付金などとして３，３１４万１千円の補正であります。

次に、１５款県支出金は６，５９７万９千円の補正であります。

県負担金は、保育所運営費負担金など民生費県負担金として６，３８０万７千円の補

正。

県補助金は、すこやか子育て支援事業費補助金、林業施設災害復旧事業費補助金など

２０２万２千円の補正であります。

委託金は、工業統計調査費委託金として１５万円の補正であります。

次に、１７款寄附金は、教育費寄附金として１０万円、民生費寄附金として１６万７
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千円、合わせて２６万７千円の補正であります。

１９款繰越金は、前年度繰越金として４，６４０万円の補正であります。

１４ページになります。

２０款諸収入は、介護予防計画作成費収入、消防施設移転補償費、生活保護費返還金

などとして２，７８９万円の補正であります。

２１款市債は、通園バス整備事業債、土木施設及び林業施設に係る災害復旧事業債と

して１，２２０万円の補正であります。

次に、歳出についてご説明申し上げます。

１６ページになります。

１款議会費は１，３７３万３千円の減額補正であります。

主な内容といたしまして、議員報酬、期末手当及び共済費は、議員報酬の削減に伴い

１，２５９万４千円の減額補正であります。

２款総務費は７９７万１千円の減額補正であります。

主な内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費に係る補正の

ほか、財産管理費は、旧大曲学校給食センター跡地の地下埋設物処理に係る補償費とし

て１，０７９万５千円の補正、電子計算管理運営経費は、制度改正によるシステム改修

費などとして４，２３０万９千円の補正、大仙市農業委員会選挙費は、南外地域選挙区

のみの選挙となったことから２，９５６万円の減額補正であります。

１９ページになります。

３款民生費は３億９，３２４万円の補正であります。

主な内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費及び各特別会

計繰出金の補正のほか、医療給付扶助費及び医療給付扶助費（拡大分）は、給付実績を

基にそれぞれ１，０９８万１千円、８９５万４千円の補正であります。

２０ページになります。

幼保一体型施設管理経費（神岡）につきましては、来年４月に予定しております認定

こども園の運営開始に合わせ、満３歳児以上の保育園児の通園バス１台を購入する経費

として６０８万１千円の補正、法人立等保育所負担金は、入所児童数の増加による負担

金として２億２，６１３万３千円の補正、生活扶助費等は、医療扶助費等の増加に係る

生活保護費として１億７，９８８万２千円の補正であります。

４款衛生費は１，２７５万４千円の補正であります。
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主な内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費に係る補正の

ほか、後期高齢者医療特別会計繰出金は、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費

及び後期高齢者医療広域連合納付金の決定により２，０８６万８千円の補正、簡易水道

費補助金は、仙北地域の１組合が実施する水中ポンプ２カ所の更新事業分として４９万

２千円を補正するものであります。

２２ページになります。

５款労働費であります。人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正として

３５万８千円の減額補正であります。

次に、６款農林水産業費は３，５７３万９千円の減額補正であります。

内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費及び農業集落排水

事業特別会計繰出金の補正のほか、農地・水・環境保全向上対策事業費は、水質保全に

係る水質マップ作成委託料として１００万円の補正であります。

２４ページになります。

７款商工費は６６６万５千円の補正であります。

内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正のほか、高

速自動車国道活用施設管理費は、西仙北インターチェンジ料金所の料金収受システムの

改修経費として６７２万円の補正、西仙北インターチェンジ整備改修事業費は、スマー

トインターチェンジ化に向けた経費として８０４万７千円の補正であります。

８款土木費は２，５０６万４千円の補正であります。

内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費及び各特別会計繰

出金の補正のほか、市営住宅維持管理費は、入居者の入れ替えに伴う経費として６０万

円の補正であります。

２７ページをご覧いただきたいと思います。

９款消防費であります。１，１１８万５千円の補正であります。

主な内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正のほか、

消防施設・設備整備費は、協和地域における河川改修に伴い移転対象となった格納庫の

解体及び新設工事、消火栓及び防火水槽の設置工事費として１，２１４万２千円の補正

であります。

２８ページになります。

１０款教育費は９，６０４万６千円の補正であります。
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主な内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正のほか、

学校施設耐震化事業費は、今般、国の１次補正予算により創設された「地域活性化・緊

急安心実現総合対策交付金」を活用し、当初、来年度に予定しておりました小学校施設

の耐震診断を前倒しで実施するもので、来年度予定していた９校のうち、藤木小、豊岡

小、中仙小、高梨小の４校分に係る経費として１，８８９万９千円の補正、理科教育等

設備整備費は、国庫補助金の交付決定を受け、年次計画で理科・算数（数学）の備品を

整備するもので、小学校では中仙小ほか４校、中学校では協和中、仙北中の２校を対象

とし、それぞれ２４８万６千円、１０３万８千円の補正であります。

中学校費における教育振興費補助金は、各種大会派遣費補助金として３４４万３千円

の補正、野球場管理費は、仙北球場の敷地の一部を購入する経費として８６６万円の補

正であります。

３０ページになります。

１１款災害復旧費は１，４１６万３千円の補正であります。

内容といたしまして、土木施設災害復旧事業費（単独分）は、南外地域における河川

の法面崩壊復旧工事費として２１０万円の補正、農地災害復旧費補助金は、西仙北地域

における豪雨により被災した農地等の復旧事業に対する補助金として５２万５千円の補

正、林業施設災害復旧事業費（補助分）は、西仙北地域の林道諏訪山線の復旧工事費及

び事務費として１，１５３万８千円の補正であります。

一般会計につきましては以上であります。

次に、３７ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３０号、平成２０年度大仙市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）

は、事業勘定及び診療所勘定の補正をお願いするものであります。

事業勘定は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１億２，８７３万８千円を追加し、補

正後の予算総額を９９億３，２４７万１千円とするものであり、診療所勘定は、歳入歳

出予算の総額に、それぞれ２８万１千円を追加し、補正後の予算総額を１億５，６７２

万２千円とするものであります。

それでははじめに、事業勘定の補正予算の概要につきまして、ご説明申し上げます。

４４ページになります。

歳入３款国庫支出金は、高額医療費共同事業負担金として６７１万２千円の補正。

４款療養給付費交付金は、退職医療制度対象者の増見込みにより２，１６５万２千円



- 38 -

の補正。

６款県支出金は、高額医療費共同事業負担金として６７１万２千円の補正。

７款共同事業交付金は、高額医療費共同事業交付金として４，０３７万２千円、保険

財政共同安定化事業交付金として６，３５４万円、合わせて１億３９１万２千円の補正

であります。

９款繰入金は、一般会計から職員給与費等繰入金として１，０２５万円の減額補正で

あります。

４６ページになります。

歳出１款総務費は、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費として１，０２５万

円の減額補正。

２款保険給付費は、退職医療制度対象者の増見込みにより２，１６５万２千円の補正

であります。

４８ページになります。

７款共同事業拠出金は、高額医療費の増加見込みに伴い、高額医療費拠出金として

２，６８４万７千円、保険財政共同安定化事業拠出金として９，０４８万９千円、合わ

せて１億１，７３３万６千円の補正であります。

次に、診療所勘定についてでありますが、５６ページをご覧いただきたいと思います。

歳入６款繰越金は、前年度繰越金として２８万１千円の補正。

歳出１款総務費は２８万１千円の補正であります。

内容といたしまして、職員人件費は、人事異動及び給与削減などに伴い２８万１千円

の補正、一般管理費事務費は、医師住宅の改修に伴う節間の予算の組み替えを行うもの

であります。

次に、６１ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３１号、平成２０年度大仙市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ２，０８６万８千円を追加し、補正後の予算総額を９

億７，９８６万２千円とするものであります。

６６ページになります。

歳入３款繰入金は、事務費繰入金及び保険基盤安定繰入金として２，０８６万８千円

の補正。

歳出１款総務費は７０９万５千円の減額補正であります。
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主な内容といたしまして、職員人件費は、人事異動及び給与削減などに伴い７０９万

５千円の減額補正であります。

６８ページになります。

２款後期高齢者医療広域連合納付金は、平成２０年度の低所得者等の保険料減額相当

分の決定に伴う差額分の補正であり、２，７９６万３千円の補正であります。

次に、７１ページになります。

議案第２３２号、平成２０年度大仙市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号）

は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ２２０万４千円を追加し、補正後の予算総額を

２４億３，４６８万８千円とするものであります。

７６ページになります。

歳入３款繰入金は、一般会計繰入金として２２０万４千円の補正。

歳出１款事業費は、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正として２２０

万４千円の補正であります。

次に、８１ページになります。

議案第２３３号、平成２０年度大仙市学校給食事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ４０８万５千円を追加し、補正後の予算総額を９億

７，０７２万３千円とするものであります。

８６ページをご覧いただきたいと思います。

歳入２款繰入金は、一般会計繰入金として４０８万５千円の補正。

歳出１款給食事業費は４０８万５千円の補正であります。

内容といたしまして、職員人件費は、人事異動及び給与削減などに伴い１，００６万

１千円の減額補正、車両費は、燃料費として１９万１千円の補正、管理及び運営費は、

各学校給食センター施設の光熱水費や修繕経費として１，３９５万５千円の補正であり

ます。

次に、９１ページになります。

議案第２３４号、平成２０年度大仙市簡易水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ１４３万８千円を追加し、補正後の予算総額を２４億

３，３４２万４千円とするものであります。

９６ページをご覧いただきたいと思います。

歳入２款使用料及び手数料は、大沢郷簡易水道使用料として２９万３千円の補正。
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５款繰入金は、一般会計繰入金として２９４万４千円の減額補正。

７款諸収入は、強首地区における水道管移設工事費委託金などとして４０８万９千円

の補正であります。

次に、歳出１款総務費は１２９万２千円の減額補正であります。

内容といたしまして、職員人件費は、人事異動及び給与削減などに伴い４２１万円の

減額補正、一般管理費は、西仙北地域の施設の修繕経費などとして２９１万８千円の補

正であります。

９８ページになります。

２款事業費は、県営基盤整備事業に伴う強首地区簡易水道の水道管の移設工事費とし

て２７３万円の補正であります。

次に、１０３ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３５号、平成２０年度大仙市公共下水道事業特別会計補正予算（第２号）は、

歳入歳出予算の総額から、それぞれ８６９万９千円を減額し、補正後の予算総額を１８

億２，４６４万９千円とするものであります。

１０８ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として８６９万９千円の減額補正。

歳出１款総務費は、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正として４７万

円の補正であります。

１１０ページになります。

２款事業費は、人事異動及び給与削減などに伴い、事業費支弁に係る職員人件費の補

正として９１６万９千円の減額補正であります。

次に、１１３ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３６号、平成２０年度大仙市特定環境保全公共下水道事業特別会計補正予算

（第２号）は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ４１３万８千円を減額し、補正後の

予算総額を９億６，３３２万９千円とするものであります。

１１８ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として４１３万８千円の減額補正。

歳出１款総務費は、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正として９万６

千円の減額補正。

１２０ページになります。



- 41 -

２款事業費は、人事異動及び給与削減などに伴い、事業費支弁に係る職員人件費の補

正として４０４万２千円の減額補正。

３款公債費は、財源振替に係る補正であります。

次に、１２５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３７号、平成２０年度大仙市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）

は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ１１５万１千円を減額し、補正後の予算総額を

２０億６，０８３万４千円とするものであります。

１３０ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として５１６万３千円の減額補正。

６款諸収入は、建物総合損害共済金として４０１万２千円の補正であります。

１３１ページになります。

歳出１款総務費は、落雷による仙北地域払田処理場の設備修繕にかかわる経費として

４０１万２千円の補正であります。

１３２ページになります。

２款事業費は、人事異動及び給与削減に伴い、事業費支弁に係る職員人件費の補正と

して５１６万３千円の減額補正であります。

次に、１３５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３８号、平成２０年度大仙市介護老人福祉施設介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，６８６万１千円を追加し、

補正後の予算総額を８億９，１５９万２千円とするものであります。

１４０ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として１，６８６万１千円の補正。

歳出１款総務費は１，６８６万１千円の補正であります。

内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに係る職員人件費の補正として

１，０９４万円の補正、一般管理費は、桜寿苑ほか施設の維持管理に係る経費の補正と

して５９２万１千円の補正であります。

次に、１４５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２３９号、平成２０年度大仙市介護老人保健施設介護サービス事業特別会計補

正予算（第１号）は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ３７万５千円を減額し、補正

後の予算総額を８億４，１５９万２千円とするものであります。
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１５０ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として３７万５千円の減額補正。

歳出１款総務費は３７万５千円の減額補正であります。

内容といたしましては、特別職人件費の補正として７２万円の減額補正、人事異動及

び給与削減などに伴う職員人件費の補正として３７５万７千円の減額補正、一般管理費

は、八乙女荘ほか施設の維持管理に係る経費の補正として４１０万２千円の補正であり

ます。

次に、１５５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２４０号、平成２０年度大仙市老人デイサービス事業特別会計補正予算（第１

号）は、歳入歳出予算の総額から、それぞれ４２１万円を減額し、補正後の予算総額を

１億７，８７８万９千円とするものであります。

１６０ページになります。

歳入４款繰入金は、一般会計繰入金として４２１万円の減額補正。

歳出１款総務費は、４２１万円の減額補正であります。

内容といたしまして、人事異動及び給与削減などに伴う職員人件費の補正として

５２９万４千円の減額補正、一般管理費は、各施設の燃料費として１０８万４千円の補

正であります。

次に、１６５ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２４１号、平成２０年度大仙市スキー場事業特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ１，７２０万円を追加し、補正後の予算総額を

６，５３８万８千円とするものであります。

また、協和スキー場整備事業費につきましては、継続費を設定するものであります。

１７２ページになります。

歳入５款市債は、スキー場整備事業債として１，７２０万円の補正。

歳出２款事業費は、協和スキー場のペアリフト建設事業費として１，７２０万円の補

正であります。

次に、１７７ページをご覧いただきたいと思います。

議案第２４２号、平成２０年度大仙市峰吉川財産区特別会計補正予算（第１号）は、

歳入歳出予算の総額に、それぞれ６５６万２千円を追加し、補正後の予算総額を９１４

万１千円とするものであります。
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１８２ページになります。

歳入１款財産収入は、立木売払収入として６５６万２千円の補正であります。

歳出２款総務費は、立木売払収入を積み立てる峰吉川財産区基金積立金として６５６

万２千円の補正であります。

以上、各議案につきまして一括してご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、

ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第４４、議案第２４３号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。冨岡市立大曲病院事務長。

○病院事務長（冨岡曉雄君）【登壇】 議案第２４３号、平成２０年度市立大曲病院事業

会計補正予算（第１号）について、ご説明申し上げます。

お手元の資料は、引き続き資料Ｎｏ．４の１８５ページをお願いいたします。

このたびの補正予算につきましては、当初予算第３条の収益的収入及び支出について

の補正であります。

概要につきましては、外来診療で薬剤の長期投与患者等の増によりまして、収入の医

業収益の外来収益に増収が見込まれるために６０８万８千円の増額補正、そして支出で

は、医業費用で薬剤の長期投与に係る薬剤費の払い出し予算に今後不足が想定されるた

め、医業収益の増額分の６０８万８千円を増額補正しようとするものであります。

このほか、４月から実施されております給与の削減や人事異動等により給与費で

７５０万６千円の不用額が見込まれます。

これに対しまして原油の価格高騰によりまして、重油購入のための予算である経費に

今後の予算不足が想定されることから、給与費に７５０万６千円を減額補正する一方、

経費に同額を増額する予算の組み替えをお願いしようとするものであります。

内容としましては、補正予算書の第２条に記載されておりますとおり、収益的収入及

び支出予算の収入第１款病院事業収益第１項医業収益のうち、増収が見込まれる外来収

益に６０８万８千円を増額し、補正後の医業収益を６億５，８５４万５千円、病院事業

収益を９億１，３１１万円にしようとするものでございます。

一方、支出につきましては、第１款病院事業費用第１項医業費用のうち、材料費に薬

剤払い出しの不足分として収益増の見込まれる額６０８万８千円を増額するとともに、

概要説明で申し上げておりましたとおり給与費の減額分７５０万６千円については、経
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費の中の燃料費に増額する組み替えを行おうとするものであります。

したがいまして、支出の増額分は６０８万８千円となり、補正後の医業費用は８億

５，６５３万１千円とし、病院事業費用を９億１，３１１万円とする補正をお願いする

ものでございます。

また、予算第６条で定めておりました議会の議決を経なければ流用することのできな

い経費のうちの職員給与費につきましても、今回の組み替えにより減額となることから

４億９，０８０万７千円に改めようとするものであります。

以上、平成２０年度市立大曲病院事業会計補正予算（第１号）についてご説明申し上

げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申し上げます。

○副議長（佐々木昌志君） 次に、日程第４５、議案第２４４号を議題といたします。

提案理由の説明を求めます。藤田水道局長。

○水道局長（藤田良雄君）【登壇】 引き続き補正予算書の１９３ページをお開き願いま

す。

議案第２４４号、平成２０年度大仙市上水道事業会計補正予算（第２号）につきまし

て、ご説明申し上げます。

今回の補正につきましては、収益的支出の営業費用に人事異動・給与削減などに伴う

職員人件費の減額補正及び減価償却費の精査による補正、並びに資本的支出の企業債償

還金に利率７％以上の公営企業金融公庫資金について、平成１９年度に実施した同資金

の低利への借り換えに伴い補正をお願いするものであります。

第２条につきましては、平成２０年度大仙市上水道事業会計予算第３条に定めた収益

的支出の予定額を支出第１款上水道事業費用第１項営業費用に４２４万１千円を減額し、

補正後の額を６億３，３８８万８千円とし、支出の総額を７億４，４６５万１千円とす

るものであります。

２０４ページをお開き願います。

補正予定額４２４万１千円の減額につきましては、職員２１名分の給料・手当など法

定福利費が主なもので１目原水及び浄水費に係る職員３名分として３４１万６千円の減

額、２目配水及び給水費に職員４名分として３６６万２千円、３目業務及び総係費

７１７万６千円の減額につきましては、職員１４名分の給料等及びコピー商品費のカ

ラーコピーパフォーマンス料であります。
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４目減価償却費に有形固定資産減価償却費として２６８万９千円であります。

１９３ページにお戻り願います。

第３条につきましては、予算第４条本文括弧書を「資本的収入額が資本的支出額に対

し不足する額２億５，０８０万９千円は、過年度分損益勘定留保資金９，４８４万５千

円、減債積立金１億５，０００万円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額

５９６万４千円で補てんするものとする」に改め、資本的支出の予定額を補正するもの

であります。

支出第１款資本的支出第２項企業債償還金に、平成１９年度に実施した公営企業金融

公庫資金の借り換えに伴い１，１５９万９千円補正し、補正後の額を１億７，３６８万

１千円とし、支出の総額を３億４，１６０万２千円とするものであります。

１９４ページをお開き願います。

第４条につきましては、予算の第７条に定めた経費の職員給与費に８２１万６千円減

額し、補正後の額を１億７，９２８万５千円とするものであります。

１９７ページをお開き願います。

給与費明細書合計欄の補正予定額８２１万６千円の減額につきましては、職員２１名

分の給料５３３万９千円の減額、期末、勤勉、扶養手当など１５３万１千円の減額、法

定福利費１３４万６千円の減額であります。

以上、ご説明申し上げましたが、よろしくご審議の上、ご承認賜りますようお願い申

し上げます。

○副議長（佐々木昌志君） これにて、本定例会に上程された議案等についての説明が終

了いたしました。

○副議長（佐々木昌志君） お諮りいたします。議案等調査のため、１２月６日から１２

月１１日まで６日間、休会いたしたいと思います。これにご異議ありませんか。

（「異議なし」と呼ぶ者あり）

○副議長（佐々木昌志君） ご異議なしと認めます。よって、１２月６日から１２月１１

日まで６日間、休会することに決しました。

○副議長（佐々木昌志君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

本日はこれをもって散会し、来たる１２月１２日、本会議第２日を定刻に開議いたし
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ます。

ご苦労様でした。

午後 １時５６分 散 会


